
公
共
下
水
道
を
利
用
で
き
る 

区
域
が
広
が
り
ま
し
た

　

３
月
31
日
か
ら
次
の
区
域
で
公
共
下
水

道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

国 

府
川
処
理
区　
沢
根
炭
屋
町
の
一
部
、

沢
根
五
十
里
の
一
部
、
水
渡
田
の
一
部
、

吉
井
本
郷
の
一
部
、
真
野
の
一
部

小
木
処
理
区　
羽
茂
大
橋
の
一
部

　

該
当
区
域
に
お
住
ま
い
の
方
は
、
く
み

取
り
便
所
は
３
年
以
内
に
水
洗
ト
イ
レ
に
、

台
所
・
風
呂
な
ど
は
で
き
る
だ
け
お
早
め

に
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
該
当
区
域
に
家
屋
や
土
地
を
お

持
ち
の
皆
さ
ま
か
ら
、
下
水
道
事
業
受
益

者
負
担
金
ま
た
は
分
担
金
を
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

※ 

公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
と
浄
化
槽
は
必
要
が

な
く
な
り
ま
す
。

 

下
水
道
へ
の
接
続
工
事
は
、
必
ず
市
指

定
の
排
水
設
備
工
事
店
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
課　

下
水
道
総
務
係

　

☎
55
―
３
１
１
５

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の 

交
付
や
電
子
証
明
書
の 

更
新
手
続
き
を
時
間
外
や 

休
日
に
も
行
い
ま
す

　

４
月
か
ら
市
役
所
の
開
庁
時
間
に
都
合

が
つ
か
な
い
方
の
た
め
に
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
や
電
子
証
明
書
の
更

新
手
続
き
専
用
の
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　

利
用
の
際
は
、
事
前
に
電
話
予
約
が
必

要
で
す
。
な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
係
以

外
の
各
種
証
明
書
等
の
交
付
は
行
い
ま
せ

ん
。

開
設
窓
口

　

市
役
所
市
民
生
活
課
（
本
庁
舎
１
階
）

開
設
時
間

 　

 

時
間
外
窓
口　
毎
週
水
曜
日　

午
後
６

時
～
７
時
（
水
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、

時
間
外
窓
口
は
行
い
ま
せ
ん
。
）

　

※
４
月
15
日
㈬
か
ら
の
開
設
で
す
。

　
休
日
窓
口　
毎
月
第
２
・
第
４
日
曜
日

　

午
前
９
時
～
正
午

　

※
４
月
26
日
㈰
か
ら
の
開
設
で
す
。

・

市
民
生
活
課　

戸
籍
係

　

☎
63
―
５
１
１
２

あ
な
た
の
健
康
を
守
り
ま
し
ょ
う 

一
日
人
間
ド
ッ
ク
の
費
用
を 

助
成
し
ま
す

　

指
定
健
診
機
関
で
の
受
診
予
約
が
取
れ

た
方
は
、
受
診
前
に
市
役
所
市
民
生
活
課

（
本
庁
舎
１
階
）
、
各
支
所
・
行
政
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
助
成
の
お
申
し
込
み
を

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
受
診
予
約
は
直

接
、
指
定
健
診
機
関
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

・
助
成
の
額

国
民
健
康
保
険
加
入
者

　

40
歳
以
上
の
方
（
昭
和
56
年
３
月
31
日

以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

　

検
査
費
（
税
抜
）
の
う
ち
２
分
の
１
の

額
を
助
成

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

　

75
歳
以
上
の
方
お
よ
び
一
定
の
障
が
い

が
あ
る
65
歳
以
上
の
方

　

検
査
費
の
う
ち
１
万
円
を
助
成

指
定
健
診
機
関

・
両
津
病
院
（
☎
23
―
５
１
１
１
）

※ 

予
約
が
混
み
合
っ
て
い
ま
す
の
で
お
早
め
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

・ 
労
働
衛
生
医
学
協
会
（
佐
渡
検
診
セ
ン

タ
ー
（
☎
55
―
３
１
７
５
）
ほ
か
）

・
佐
渡
総
合
病
院
（
☎
63
―
６
３
２
４
）

※
今
年
度
の
受
診
予
約
は
終
了
し
ま
し
た
。

・
新
潟
縣
健
康
管
理
協
会

　

（
☎
０
２
５
―
２
８
３
―
３
９
３
９
）

 

今
年
度
に
市
が
行
う
健
康
診
査
（
集
団

健
診
）
を
受
診
す
る
方
は
、
助
成
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

 

保
険
税
（
料
）
に
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、

対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

市
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

　

☎
63
―
５
１
１
２

水
産
加
工
品
、原
木
、 

電
気
機
械
、飲
料
、 

農
産
加
工
品
の 

海
上
輸
送
費
を
補
助
し
ま
す

　

離
島
の
流
通
条
件
の
不
利
性
の
緩
和
を

図
る
た
め
離
島
活
性
化
交
付
金
を
活
用
し
、

佐
渡
産
品
の
島
外
移
出
・
そ
れ
ら
の
原
材

料
の
移
入
に
か
か
る
海
上
輸
送
費
の
５
分

の
４
以
内
を
補
助
し
ま
す
。

 

佐
渡
で
生
産
、
製
造
さ
れ
た
産
品
を
島

外
へ
出
荷
す
る
団
体
や
事
業
者

※
市
離
島
活
性
化
協
議
会
へ
の
加
入
が
条
件
で
す
。

具
体
的
品
目
例

　

水
産
加
工
品
（
海
藻
類
等
）
、
原
木

（
製
材
用
丸
太
等
）
、
電
気
機
械
（
半
導

体
等
）
、
飲
料
（
清
酒
、
水
等
）
、
農
産

加
工
品
（
干
し
柿
、
乾
燥
椎
茸
等
）

※ 

宅
配
便
利
用
に
よ
る
移
出
入
は
対
象
外
で
す
。

ま
た
、品
目
の
指
定
が
あ
り
ま
す
。

・

農
林
水
産
課　

水
産
振
興
係

　

☎
63
―
３
７
６
１
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